
安全衛⽣の基本知識
‒�労働災害を防ぎ、健康で安全な職場を実現するために�‒

安⼼して働ける職場環境づくりが重要



▶ 労働災害の防止、健康管理の促進、快適な職場環境の確保

など、従業員の安全衛生を守ること。
労働安全衛生法でも定められた事業者の義務！

労働災害が発生することは、生産性がダウンし売上に影響を及ぼしたり
するだけでなく、企業のイメージ低下につながる恐れもある…！

そのため、労働災害のない安全な職場環境を維持するために
「安全衛生」という考え方が重要となる！

安全衛⽣とは？



死亡者数：755人（過去最少）
業種別では、
1位：建設業223人（前年比58人・20.6％減）
2位：製造業138人（同２人・1.4％減）
3位：陸上貨物運送事業110人（同20人・22.2％増）
4位：商業72人（同９人・11.1％減）

事故の型別では、
1位：「墜落・転落」204人（前年比30人・12.8％減）
2位：「交通事項（道路）」148人（同19人・14.7％増）
3位：「はさまれ・巻き込まれ」108人（同７人・6.1％減）

労働災害の現状（死亡者数）
過去最少の死亡数とはいえ
大切な命を守るために
できることがまだある！

令和年５労働災害発⽣状況の概要より



死傷者数：135,371人　▶ ３年連続で増加
業種別では、
1位：製造業27,194人（対前年比500人・1.9％増）
2位：商業21,673人（同29人・0.1％減）
3位：保健衛生業18,786人（同1,549人・9.0％増）
4位：陸上貨物運送事業が16,215人（同365人・2.2％減）

事故の型別では、
1位：「転倒」が36,058人（前年比763人・2.2％増）
2位：腰痛等の「動作の反動・無理な動作」が22,053人
　　（同1,174人・5.6％増）
3位：「墜落・転落」が20,758人（同138人・0.7％増）

労働災害の現状（休業４⽇以上の死傷者数）

令和年５労働災害発⽣状況の概要より



減少する⽣産年齢⼈⼝（⾚紫部分）

（出典）内閣府（2022）「令和4年版⾼齢社会⽩書」



生産年齢人口は１９９５年でピーク
…ここから先は生産年齢人口の減少がさらに加速

今いる社員を大切にするしかない！

→社員の健康をいかに守れるか？
→安全衛生の力＝会社の力

会社にとって価値が増す、安全衛⽣



物理的要因による災害（転倒・墜落・機械事故）
　▶ 高所作業時の安全帯未使用や機械の誤操作、
　　未熟な作業員が適切な指導を受けずに機械を
　　操作するなどが原因となる

化学的要因による災害（有害物質・火災・爆発）
　▶ 揮発性の高い溶剤・薬品の吸入や可燃性ガス・溶剤の誤使用や漏洩、
　　静電気や火花による引火などが原因となる

健康リスクによる災害（過労・メンタルヘルス不調）
　▶ 長時間労働による疲労の蓄積や過重労働・パワハラ・
　　人間関係のストレスが原因となる

労働災害の種類



〇事業者等の責務
事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守る
だけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場におけ
る労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない（第３条）

〇労働者の責務
労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他
の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めな
ければならない（第４条）
健康診断：労働安全衛生法第66条

労働安全衛⽣法

厚労省
「労働安全衛⽣法令の概要」より



事業者は、職場における労働者の安全と健康を確保する義務がある
①安全衛生管理体制を確立

労働安全衛⽣法令の概要

厚労省
「労働安全衛⽣法令の概要」より

安全衛⽣管理体制の例�（⼀般的な⼯事現場の場合）



事業者は、職場における労働者の安全と健康を確保する義務がある
②労働災害を防止するための具体的措置を実施する

労働安全衛⽣法令の概要

厚労省
「労働安全衛⽣法令の概要」より



委員会設置の⽬的

労働者の危険⼜は健康
障害を防⽌するための
基本となるべき対策
（労働災害の原因及び
再発防⽌対策等）など
の重要事項について
⼗分な調査審議を⾏う
ことを⽬的としている

安全衛⽣委員会の必要性

安全委員会、衛生委員会を設置しなければならない事業場

厚労省より



職場巡視の⽬的
・作業環境を実際に⾒て、安全衛⽣上の問題点を⾒出し改善していくこと
・労働者の業務内容を理解することで、産業医による適正配置判断の参考
 とすること

根拠法令
・衛⽣管理者の定期巡視（週１回）：労働安全衛⽣規則第11条
・産業医の定期巡視�（⽉１回）：労働安全衛⽣規則第15条
・産業医の勧告�：労働安全衛⽣規則第14条第3項

安全衛⽣のための職場巡視



労働災害を防ぐためには、「危険を予測し、未然に防ぐ」 ことが重要

リスクアセスメントの実施
　→危険を特定し、リスクを軽減

危険予知活動（KY活動）
　→作業前にリスクを洗い出す

ヒヤリ・ハット報告の活用
　→事故寸前の事例を共有し、再発防止

職場巡視のポイント：労働災害を防ぐための基本原則



リスクアセスメントとは、職場の危険性や有害性を特定し
リスクを評価して対策を講じること

リスクアセスメントの進め方
① 危険の特定

作業工程や職場環境のどこに危険が潜んでいるかを洗い出す
　  例）「フォークリフトの通路が狭く、接触事故の可能性がある」

② リスクの評価
「どの程度の危険があるか？」を数値化して評価

発生頻度（頻度が高いか低いか）
影響度（けがの程度・被害の大きさ）

リスクアセスメントの実施



③ 優先順位を決定
リスクが高いものから順番に対策を実施
「軽傷の可能性があるが発生頻度が高いもの」と

　  「発生頻度は低いが致命的な事故につながるもの」では、後者を優先

④ 対策の実施
危険を除去・軽減するために対策を考える

      例）「フォークリフトの通路を広げる」「歩行者専用の通路を確保する」

⑤ 効果の確認と継続的な改善
実施した対策が実際に効果を発揮しているかをチェック
定期的に見直し、安全管理の改善を続ける



KY活動（Kiken Yochi 活動）とは、作業前にリスクを予測し、安全対策を
話し合う活動

KY活動の進め方
① どんな作業をするか確認

作業内容を明確にし、
　「どこに危険があるか」を話し合う

② 危険ポイントの洗い出し
「何が起こると危険か？」を考える

　　例）「はしごを使う作業 → 転倒の危険」
　　　　「機械操作 → 指を挟むリスク」

危険予知活動（KY活動）



③ 危険回避の方法を考える
危険をなくすための具体的な対策を検討

　  例）「はしご作業 → 安定した場所で使用し、手すりを確保」
　　　  「機械操作 → 手袋の着用、緊急停止ボタンの位置を確認」

④ 指差し確認を行う
「○○ヨシ！」と声を出し、確認作業を徹底する

　  例）「安全装置OKヨシ！」
            「足元確認ヨシ！」



「ヒヤリ」としたり、「ハッ」として事故寸前で回避できた出来事 のこと
1件の重大事故の背後には、29件の軽微な事故と300件のヒヤリ・ハットが
存在する（ハインリッヒの法則）

ヒヤリ・ハット報告の進め方
① どんな場面でヒヤリとしたか記録
   例）
 「フォークリフトの運転中
　後方確認を怠り人にぶつかりそうになった」

ヒヤリ・ハット報告の活⽤



② 事故につながる可能性を分析
「もし回避できなかったら、どんな事故になっていたか？」を考える

　　例）「人身事故につながる可能性があった」など

③ 再発防止策を検討し、共有
社内で情報共有し、同じようなミスが発生しないようにする

       例）「運転時のルールを徹底し、後方確認の義務化」など



労働災害は、業務に対する知識・経験の不⾜のために起こすものが
⼤きな割合を占めている

安全衛⽣教育

安全衛生教育は
労働者の雇入れ時、作業内容の変更時や

危険有害業務就労時に
実施するなどして、従業員へ定期的に
周知・教育することが大切！



保管書類 保存期間 根拠法令

安全衛⽣委員会議事録 3年間 安衛則23条

特別教育の記録 3年間 安衛則38条

酸素⽋乏危険作業場所環境測定記録 3年間 酸⽋則3条

健康診断個⼈票 5年間 安衛則51条

保管すべき労働安全衛⽣関係書類（⼀部）



まとめ

・安全衛⽣を⽇頃から⾏うことが⽣産性を向上させることにつながる
・労働安全衛⽣法に則り、安全衛⽣委員会の開催や職場巡視を徹底！
・リスクアセスメントなどを実施し、労働災害を未然に防ごう！

⼤きな事故を引き起こす前に対策を講じて
従業員が安⼼して働ける環境を提供しよう！


